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  証券コード　9424

  平成23年６月３日

株主の皆様へ  

 東京都品川区南大井六丁目2 5番３号
 日 本 通 信 株 式 会 社
 代表取締役社長 三 田 聖 二

第15回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第15回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表明の上、平成23年６月20日（月曜日）午後

６時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成23年６月21日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区六本木五丁目11番16号

国際文化会館　地下１階　岩崎小彌太記念ホール
３．目 的 事 項  

　報 告 事 項 １．第15期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

　  ２．第15期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計
算書類報告の件

　決 議 事 項  
　第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
　第２号議案 取締役４名選任の件
　第３号議案 監査役２名選任の件
　第４号議案 ストックオプションによる取締役報酬の承認の件
　第５号議案 ストックオプションによる監査役報酬の承認の件

以　上　


　
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。

◎当社では、定款第13条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有す
る株主の方に委任する場合に限られます。その場合、代理権を証する書面のご提出が必要とな
りますのでご了承ください。なお、代理人は１名とさせていただきます。

◎なお、本招集ご通知の添付書類である事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参
考書類の内容について、株主総会前日までに修正をすべき事情が生じた場合は、当社ウェブサ
イト（http://www.j-com.co.jp）において、その旨掲載することで、皆様へのご通知に替えさ
せていただきますので、あらかじめご了承ください。
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＜決議通知及び株主通信について＞
　
　当社では、昨年より、定時株主総会の決議通知について、当社ウェブサイ

ト（http://www.j-com.co.jp）に掲載する方法によりお知らせいたしますの

で、 あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます（本定時株主

総会当日の午後５時以降に掲載する予定です）。

　なお、株主通信については、昨年同様、平成23年８月までに冊子をお送り

する予定です。
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添付書類
　

事　 業　 報　 告

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果　　

当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」という）は1996年の創業以

来、一貫して日本型ＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator＝仮想移動

体通信事業者）事業モデルの実現を目指し、2007年の総務大臣裁定を経て、

2009年３月に当社が要望したとおりの形で株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モと相互接続を実現し、日本型ＭＶＮＯ事業モデルを構築しました。以来、

７四半期連続で増収を続け、当連結会計年度第３四半期（2010年10月～12月）

に156百万円の営業利益を計上し、黒字転換を果たしました。東日本大震災の

影響により、第４四半期は８四半期連続増収とはなりませんでしたが、通期

において、当社単体では上期の営業損失を補う形で51百万円の営業利益を達

成しました。

海外のＭＶＮＯは、いわゆる音声の再販事業者であり、典型的な薄利多売

の事業モデルに基づいているため、収益基盤を作るためには数千億円規模の

売上が必要です。一方、当社が実現した日本型、即ち相互接続によるＭＶＮ

Ｏ事業モデルでは、携帯電話事業者のネットワーク・キャパシティを原価ベ

ースで調達し、差別化したサービスを顧客に提供するため、高い収益性を実

現することが可能であり、数十億円規模の売上で収益基盤を築くことができ

ます。当連結会計年度は、当社が生み出し、実現した日本型ＭＶＮＯ事業モ

デルの収益性の高さを自ら実証できた結果となりました。

前連結会計年度には、法人向け市場において携帯電話事業者による不当廉

売問題が表面化したため、当社は、不当廉売が起き得ないコンシューマ市場

に戦略転換し、当期は期初から１年間にわたり、コンシューマ市場に向けた

ＳＩＭの新製品を次々と投入しました。また、2011年４月からのＳＩＭロッ

ク解除に向け、ＳＩＭロックがかかっていないモバイル製品３モデル（モバ

イルＷｉＦｉルータ（2010年５月）、 軽量スマートフォン（2010年12月）、
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７インチタブレット（2011年３月））を投入しました。当社は、これらの新

製品の投入により、ＳＩＭ事業者としてNo.１のポジションを獲得しました。

同時に、当社の認知度は飛躍的に向上し、顧客基盤が拡大しました。

さらに2011年１月には、世界で初めて、０５０ベースの電話番号を使って

発着信できるモバイルＩＰフォンのサービスを開始しました。東日本大震災

において、通常の携帯電話がつながらない状態であっても、データ通信は影

響を受けず、モバイルＩＰフォンで通常どおり通話ができたことから、災害

対策本部等において役立てていただき、現在もお使いいただいています。

当社は、連結子会社を通して米国においても日本型ＭＶＮＯ事業モデルを

実現し、機器間通信（以下、「Ｍ２Ｍ」という）に集中して事業展開を図っ

ています。当連結会計年度は4.3百万ドルの売上規模となり、昨年度に比べて

70％以上の成長を遂げています。また、事業の立ち上げと成長に伴い連結子

会社の赤字幅も減少してきており、2012年３月期の黒字転換を目指せる段階

まで来ています。特にＡＴＭ（現金自動支払機）の無線によるセキュア接続

においては、米国でクレジットカード業界の情報セキュリティ基準(PCI DSS

（Payment Card Industry Data Security Standard））の認定を受けた唯一

の事業者として、着実に顧客基盤を拡大しています。

以上の結果、当連結会計年度は、売上高は前年度比42.0％増の3,642百万円

を達成しました。これに対し、売上原価は前年度比16.9％増の2,521百万円に

留まっています。これは、100円増加した売上高に対し、売上原価は40円の増

加に留まっていること、つまり、当期増加した売上高の60％が売上総利益に

貢献していることを意味し、日本型ＭＶＮＯ事業モデルの収益性の高さを如

実に示す形となりました。

当社は、当期よりコンシューマ市場への戦略シフトを行いましたが、従来

の意味での広告宣伝手法は使わず、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サ

ービス）を中心とした口コミと、新聞、雑誌、ｗｅｂ等のメディアの露出に

よっているため、広告宣伝費は前年度から増加していません。また、当期は

人員削減を行ったことから、販売費及び一般管理費は前年度比11.5％減の

1,402百万円となりました。

上記のとおり、売上高が増加する中、販売費及び一般管理費を削減したこ

とから、営業損失は前年度から1,022百万円改善した74百万円となりました。

なお、当社単体では、通期で51百万円の営業利益を計上しました。
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当連結会計年度は急激な円高が進んだため、当社から米国の連結子会社へ

の貸付金の為替差損などを営業外費用として202百万円計上した結果、経常損

失は前年度から917百万円改善した273百万円となりました。なお、2012年３

月期に評価性の為替差損益を 小化するため、米国の連結子会社に対する貸

付金全額を株式に転換することとしました。

また、当連結会計期間中に大幅な人員削減を伴う事業再構築を行ったこと

などから、特別損失として90百万円を計上した結果、当連結会計年度におけ

る当期純損失は、前年度から882百万円改善の359百万円となりました。

　

②　設備投資の状況

　ネットワーク機器の更新や増強、データ通信用ソフトウェアの開発など

に151百万円を支出しました。　

　

③　資金調達の状況

イ．今後の端末仕入等の運転資金ニーズへの対応として、金融機関から260

百万円を調達しました。

ロ．ストックオプションとしての新株予約権の行使に伴い、13百万円の資

金が増加しました。

　

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

　

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

　

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第12期

自　平成19年４月
至　平成20年３月

第13期
自　平成20年４月
至　平成21年３月

第14期
自　平成21年４月
至　平成22年３月

第15期
自　平成22年４月
至　平成23年３月

売 上 高(百万円) 3,419 3,675 2,565 3,642

経常利益(△損失)(百万円) △1,063 △1,191 △1,190 △273

当期純利益(△純損失)(百万円) △1,946 △1,192 △1,242 △359

１株当たり当期純利益
(△純損失)

(円) △8,670.05 △5,134.79 △977.34 △268.94

総 資 産(百万円) 2,424 2,442 3,196 3,725

純 資 産(百万円) 629 305 1,493 1,354

　

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

該当事項はありません。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
議決権
比　率

主 な 事 業 内 容

丹後通信株式会社 25（百万円) 100.0％
地域ＭＶＮＯとして、地域に密
着した通信サービスの提供

Communications 

Security and 

Compliance 

Technologies Inc.

1,000,000（US＄) 100.0％ 米国でのＭＶＮＯ事業

Computer and

Communication

Technologies Inc.

200（US＄) 100.0％
ＭＶＮＯ及びＭＶＮＥとして必
要な技術の研究及び開発

Arxceo Corporation 236（US＄)
100.0％

   （注）
ネットワーク不正アクセス防御
技術の開発及び同製品の販売

アレクセオ・ ジャパン

株式会社
50（百万円) 100.0％

ネットワーク・セキュリティに
関するソリューションの開発及
び販売

（注）　平成22年11月17日にArxceo Corporationの少数株主が保有していた議決権比率42.9％の

        株式を取得し、同社を完全子会社としました。　
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(4) 対処すべき課題

　2009年３月、当社グループは創業時から描いていた事業モデルを世界で初め

て実現し、それから２年弱で四半期ベースでの黒字転換を達成しました。事業

モデルの有用性及び収益性を実証することができ、今後は、如何に日本、米国、

またさらに他の地域で成長し続けていけるかということが、当社グループにと

ってのチャレンジとなっています。

　モバイル網を使用したネットワークは、次世代インターネットの核であり、

当社グループの事業領域は、日本においても、また米国や他の地域においても、

無限とも言うべき広がりを持っているため、当社グループの成長を予め規定す

る限界はありません。

　このような環境のもと、当社グループにとっての課題は、ヒューマンリソー

スです。当社グループは、創業時、未上場時、上場後、そして世界初の事業モ

デルを実現できることが確実になった現在も、一貫してマネジメントの人材が

当社グループにとっての 大の資産であるとの認識に基づいて、人材を発掘し、

リクルートし、育て、チャレンジしてきました。その結果、当社マネジメント

の人材は、同業他社または同規模の他社に比較して優位であると自負していま

す。にもかかわらず、当社グループの目の前に広がる事業領域及び事業機会に

対してヒューマンリソースが不足していることが、当社グループにとっての

大のリスクとなっています。

　当社グループは、この課題に対し、企業文化の確立と定着を強力に進めなが

ら取り組んでいますが、特に黒字転換を実現した今、新たな人材の発掘及び育

成を 優先課題として進めてまいります。

　もちろん、当社グループとしては、日本のコンシューマ市場における地位の

確立、機器メーカーや販売会社とのパートナーシップの推進、差別化した技術

プラットフォームの構築及び提供、グローバル展開の強化といった様々な課題

を認識していますが、これらは全て、ヒューマンリソースの不足という課題を

解決することが前提となります。当社グループは、これらの課題に対する明確

な方針を持っており、これを実現できるかどうかは、ひとえにヒューマンリソ

ースを確保できるか否かにかかっています。
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(5) 主要な事業内容（平成23年３月31日現在）

　当社グループは、携帯電話/ＰＨＳ事業者のモバイル通信ネットワーク及び

公衆無線ＬＡＮサービス事業者の公衆無線ＬＡＮスポットを利用し、当社グ

ループ独自のモバイル通信サービスを提供する事業を営んでいます。

　 当社グループのサービスの種類及び内容は以下のとおりです。

サービスの種類 主 な サ ー ビ ス の 概 要

データ通信サービス 携帯電話/ＰＨＳ事業者のモバイル通信ネットワークとの接続によ

り、様々な顧客層及びパートナー企業に対して、モバイルデータ

通信を提供するサービス

 ①　個人向けサービス　（商標：bモバイル等）

 

主に一般消費者や中小法人顧客向けに、ＳＩＭカード、接続ソフ

トウェア、端末機器、データ通信、無線ＬＡＮ通信、インターネ

ット接続及びオプションとしての音声通信サービス等をパッケー

ジ化して提供するモバイルデータ通信サービス

（平成13年12月サービス開始）

 ②　法人向けサービス　（商標：インフィニティケア）

 

主に法人顧客向けに、顧客ごとに異なる課題や要望に応えたデー

タ通信を設計、開発、構築し、サポートや運用を含めて提供する

モバイルデータ通信サービス

（平成13年10月サービス開始）

 ③　機器向けサービス　（商標：通信電池）

 

主に機器メーカー向けに、部品として提供する通信サービス。

従来、商品とは別に通信事業者との契約が必要であった通信サー

ビスを、部品として、あたかも乾電池のように商品に内蔵するこ

とで、通信機能を有した商品として簡便に利用できるようにする

サービス

（平成14年12月サービス開始）

 ④　ＭＶＮＯ向けサービス（ＭＶＮＥサービス）

 

ＭＶＮＯ向けに、モバイル・ネットワーク、技術、ノウハウ等を

提供するサービス

（平成20年10月サービス開始）

テレコム・サービス 携帯電話/ＰＨＳ事業者各社から通信回線及び携帯電話/ＰＨＳ端

末を調達し、通話料金の公私区分請求や部門別集計等の付加価値

を付けて法人向けに提供する携帯電話（ＰＨＳ音声通信を含む。

以下同じ）サービス

（平成９年１月サービス開始）
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(6) 主要な事業所（平成23年３月31日現在）

会 社 名 名 称 所 在 地

日本通信株式会社
本社 東京都品川区

西日本支社（注） 大阪府大阪市

　
丹後通信株式会社
　

本社 京都府宮津市

Communications 
Security and 
Compliance 
Technologies Inc.

本社 米国ジョージア州アトランタ

Computer and
Communication
Technologies Inc.

本社 米国コロラド州イングルウッド

 Arxceo Corporation 本社 米国ジョージア州アトランタ

アレクセオ・ ジャパン株
式会社

本社 東京都品川区

　（注） 当社西日本支社は平成23年５月12日付で廃止しています。　

　

(7) 使用人の状況（平成23年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

80（４）名 △47（△１）名

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外
　　　　　数で記載しています。
　　　２．従業員数が前連結会計年度末に比べ、47名減少したのは、主に平成22年10月に実施
          した当社グループの事業再構築によるものです。　

　

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平均勤続年数

64（１)名 △36(△１)名 38.80歳 5.83年

（注）１．使用人数は従業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外
　　　　　数で記載しています。
　　　２．従業員数が前事業年度末に比べ、36名減少したのは、主に平成22年10月に実施した
　　　　　当社の事業再構築によるものです。
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(8) 主要な借入先の状況（平成23年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

横 浜 銀 行 240百万円

京 都 北 都 信 用 金 庫 ( 注 ) 　 40百万円

（注）当社の子会社である丹後通信株式会社が、地域ＭＶＮＯとして地域に密着した通信サービ
スを提供していくという観点から借入れを行ったものです。

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成23年3月31日現在）

①　発行可能株式総数 4,350,000株　

②　発行済株式の総数 1,338,610株　

③　株主数 19,222名 　

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数
持株比率

(注)１

　エル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・エー (注)２　 174,745株 13.05％

  シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク (注)３ 108,965株 8.14％

宇 津 木 　 卯 太 郎 30,552株 2.28％

城 野 　 親 徳 25,750株 1.92％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 16,502株 1.23％

大 阪 証 券 金 融 株 式 会 社 16,345株 1.22％

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 投 信 口 ） 14,427株 1.07％

三 田 　 聖 二 (注)４ 11,730株 0.87％

松 井 証 券 株 式 会 社 10,775株 0.80％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 9,172株 0.68％

 （注）１．持株比率は自己株式（150株）を控除して計算し、小数点以下第３位を切り捨ててい

ます。

２．当社代表取締役社長三田聖二が議決権の過半数を保有しています。

３．当社社外取締役テレーザ・エス・ヴォンダーシュミットの保有によるものです。

４．当社代表取締役社長です。　
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(2) 新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している新株予約権の状況(平成23年３月31日現在）

発行決議の日 平成14年６月27日 平成15年６月27日

新株予約権の数 116個 358個

新株予約権の目的となる株式の

種類と数

普通株式1,740株

（新株予約権１個当たり15株）

普通株式 1,790株

（新株予約権１個当たり５株）

新株予約権の発行価額 無償 無償

新株予約権の行使時の払込金額/株 5,334円 5,334円

新株予約権の行使期間
平成14年８月15日から

平成24年８月15日まで

平成16年３月15日から

平成26年３月15日まで

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）２

役員の

保有状況

取締役（社外取締役

を除く）

保有者数 ０名 保有者数 １名

保有数 ０個 保有数 165個

目的である

株式の数
０株

目的である

株式の数
825株

社外取締役

保有者数 ２名 保有者数 １名

保有数 20個 保有数 10個

目的である

株式の数
300株

目的である

株式の数
50株

監査役

保有者数 ０名 保有者数 １名

保有数 ０個 保有数 10個

目的である

株式の数
 ０株

目的である

株式の数
 50株

 （注）１．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成

14年６月12日取締役会決議及び平成14年６月27日第６回定時株主総会決議に基づき、

当社と新株予約権対象者との間で締結する当社ストックオプション契約に定めると

ころによります。

 　　　２．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成

15年６月６日取締役会決議及び平成15年６月27日第７回定時株主総会決議に基づき、

当社と新株予約権対象者との間で締結する当社ストックオプション契約に定めると

ころによります。
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発行決議の日 平成16年６月29日 平成17年６月29日

新株予約権の数 1,902個 2,062個

新株予約権の目的となる株式の

種類と数

普通株式　9,510株

（新株予約権１個当たり５株）

普通株式　10,310株

（新株予約権１個当たり５株）

新株予約権の発行価額 無償 無償

新株予約権の行使時の払込金額/株 5,334円 35,600円

新株予約権の行使期間
平成16年８月15日から

平成26年８月15日まで

平成17年８月18日から

平成27年８月18日まで

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）２

役員の

保有状況

取締役（社外取締役

を除く）

保有者数 ２名 保有者数 ２名

保有数 1,361個 保有数 1,252個

目的である

株式の数
6,805株

目的である

株式の数
6,260株

社外取締役

保有者数 ３名 保有者数 ３名

保有数 30個 保有数 30個

目的である

株式の数
150株

目的である

株式の数
 150株

監査役

保有者数 １名 保有者数 １名

保有数 10個 保有数 10個

目的である

株式の数
50株

目的である

株式の数
50株

 （注）１．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成

16年６月８日取締役会決議及び平成16年６月29日第８回定時株主総会決議に基づき、

当社と新株予約権対象者との間で締結する当社ストックオプション契約に定めると

ころによります。

 　　　２．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成

17年５月25日取締役会決議及び平成17年６月29日第９回定時株主総会決議に基づき、

当社と新株予約権対象者との間で締結する当社ストックオプション契約に定めると

ころによります。
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発行決議の日 平成18年５月25日 平成19年５月17日

新株予約権の数 1,466個 1,806個

新株予約権の目的となる株式の

種類と数

普通株式　7,330株

（新株予約権１個当たり５株）

普通株式　9,030株

（新株予約権１個当たり５株）

新株予約権の払込金額 無償 無償

新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額/株
10,860円 4,642円

新株予約権の行使期間
平成18年８月10日から

平成23年８月10日まで

平成19年８月３日から

平成29年８月３日まで

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）２

役員の

保有状況

取締役（社外取締役

を除く）

保有者数 ３名 保有者数 ３名

保有数 1,010個 保有数 1,270個

目的である

株式の数
5,050株

目的である

株式の数
6,350株

社外取締役

保有者数 ３名 保有者数 ３名

保有数 30個 保有数 30個

目的である

株式の数
150株

目的である

株式の数
150株

監査役

保有者数 ３名 保有者数 ３名

保有数 30個 保有数 30個

目的である

株式の数
150株

目的である

株式の数
150株

 （注）１．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成

18年５月25日取締役会決議に基づき、当社と新株予約権対象者との間で締結する当

社ストックオプション契約に定めるところによります。

 　　　２．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成

19年５月17日取締役会決議に基づき、当社と新株予約権対象者との間で締結する当

社ストックオプション契約に定めるところによります。
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発行決議の日 平成20年５月16日
平成21年５月14日及び

   平成21年５月25日　

新株予約権の数 3,260個 9,680個

新株予約権の目的となる株式の

種類と数

普通株式　16,300株

（新株予約権１個当たり５株）

普通株式　9,680株

（新株予約権１個当たり１株）

新株予約権の払込金額 無償 無償

新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額/株
16,540円 17,880円

新株予約権の行使期間
平成20年８月５日から

平成25年８月５日まで

平成21年８月15日から

平成26年８月15日まで

新株予約権の行使の条件  （注）１  （注）２

役員の

保有状況

取締役（社外取締役

を除く）

保有者数 ３名 保有者数 ３名

保有数 2,400個 保有数 6,700個

目的である

株式の数
12,000株

目的である

株式の数
6,700株

社外取締役

保有者数 ３名 保有者数 ３名

保有数 30個 保有数 30個

目的である

株式の数
150株

目的である

株式の数
30株

監査役

保有者数 ３名 保有者数 ４名

保有数 30個 保有数 40個

目的である

株式の数
150株

目的である

株式の数
40株

 （注） １．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平

　　　　　　成20年５月16日取締役会決議に基づき、当社と新株予約権対象者との間で締結す

　　　　　  る当社ストックオプション契約に定めるところによります。

        ２．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平

　　　　　　成21年５月14日及び平成21年５月25日取締役会決議に基づき、当社と新株予約

　　　　　　権対象者との間で締結する当社ストックオプション契約に定めるところによりま

　　　　　　す。
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発行決議の日 平成22年５月13日

新株予約権の数 15,785個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　15,785株

（新株予約権１個当たり１株）

新株予約権の払込金額 無償

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額/株 6,310円

新株予約権の行使期間
平成22年７月１日から

平成27年７月１日まで

新株予約権の行使の条件  （注）

役員の保有状況

取締役（社外取締役を除く）

保有者数 ３名

保有数 9,950個

目的である

株式の数
9,950株

社外取締役

保有者数 ３名

保有数 30個

目的である

株式の数
30株

監査役

保有者数 ４名

保有数 40個

目的である

株式の数
40株

 （注） 相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成22

年５月13日取締役会決議に基づき、当社と新株予約権対象者との間で締結する当社ス

トックオプション契約に定めるところによります。
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②　当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権の状況

発行決議の日　　 平成22年５月13日　

新株予約権の数　 16,285個　

新株予約権の目的となる株式の種類と数

　　

普通株式　16,285個

（新株予約権１個当たり１株）　

新株予約権の払込金額 無償　

新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額/株　
6,310円　

新株予約権の行使期間　 平成22年７月１日から平成27年７月１日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金　　
4,888円　

新株予約権の行使の条件　

　

相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、そ

の他の権利行使の条件は、平成22年５月13日取締役

会決議に基づき、当社と新株予約権対象者との間で

締結する当社ストックオプション契約に定めるとこ

ろによります。　

使用人等に対する

交付状況　

　

当社使用人　

交付を受けた者の数　　　　　　      　17名

交付した新株予約権の数　　　　　　 4,625個

目的である株式の数　　　 　　　　  4,625株　

当社子会社の役員

及び使用人　

交付を受けた者の数　　　　　　　　　　５名

交付した新株予約権の数　  　　　　 1,640個

目的である株式の数　　　　　　　　 1,640株　
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③　その他新株予約権等の状況

イ．平成19年12月６日開催の取締役会決議に基づき発行した第１回転換社

債型新株予約権付社債（第三者割当）に付された新株予約権

発行決議の日 平成19年12月６日

〔転換社債型新株予約権付社債の内容〕

社債の総額 金400,000,000円

各社債の金額 金100,000,000円の１種

利率
年利３％
なお、複利計算の方法によるものとする。

社債の発行日 平成19年12月21日

償還期日 平成27年12月21日（注）

募集方法

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。

バーナード・ヴィ・アンド・テレーザ・エス・

ヴォンダーシュミット・ジョイント・トラスト・

ディーティーディー ジャニュアリー4.1996

（Bernard V. and Theresa S. Vonderschmitt

Joint Trust DTD 1996/1/4）

金400,000,000円

〔新株予約権の内容〕  

社債に付された新株予約権の総数 3,200個

新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

・新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株
式とする。

・新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権
に係る社債の金額の総額を下記に定める転換価額
で除して得られる数とする。

新株予約権の払込金額 無償

新株予約権の行使に際して出資される財

産の内容及びその価額

・新株予約権の行使に際しては、新株予約権に係る
社債を出資するものとし、当該社債の価額は、そ
の払込金額と同額とする。

・転換価額は、当初125,000円（平成21年７月１日
  付の株式分割（１株を５株に分割）に伴う調整に
  より25,000円）とする。

新株予約権の行使期間 平成19年12月21日から平成27年12月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準

備金

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条に定めると
ころに従って算出された資本金等増加限度額に２分
の１を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ
り増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

（注）平成22年９月27日の取締役会において新株予約権の行使期間を５年間延長する旨を決議

　　　し、本新株予約権付社債の債権者との間で同内容の変更契約を締結している。　
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ロ．平成20年５月12日開催の取締役会決議に基づき発行した第２回転換社

債型新株予約権付社債（第三者割当）に付された新株予約権

発行決議の日 平成20年５月12日

〔転換社債型新株予約権付社債の内容〕

社債の総額 金400,000,000円

各社債の金額 金100,000,000円の１種

利率
年利３％
なお、複利計算の方法によるものとする。

社債の発行日 平成20年５月27日

償還期日 平成28年５月27日（注）

募集方法

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。
バーナード・ヴィ・アンド・テレーザ・エス・
ヴォンダーシュミット・ジョイント・トラスト・
ディーティーディー ジャニュアリー4.1996
（Bernard V. and Theresa S. Vonderschmitt
Joint Trust DTD 1996/1/4）
金400,000,000円

〔新株予約権の内容〕  

社債に付された新株予約権の総数 2,000個

新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

・新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株
式とする。

・新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権
に係る社債の金額の総額を下記に定める転換価額
で除して得られる数とする。

新株予約権の払込金額 無償

新株予約権の行使に際して出資される財

産の内容及びその価額

・新株予約権の行使に際しては、新株予約権に係る
社債を出資するものとし、当該社債の価額は、そ
の払込金額と同額とする。

・転換価額は、当初200,000円（平成21年７月１日
　付の株式分割（１株を５株に分割）に伴う調整に
　より40,000円）とする。

新株予約権の行使期間 平成20年５月27日から平成28年５月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準

備金

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条に定めると
ころに従って算出された資本金等増加限度額に２分
の１を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ
り増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

（注）平成22年９月27日の取締役会において新株予約権の行使期間を５年間延長する旨を決議

　　　し、本新株予約権付社債の債権者との間で同内容の変更契約を締結している。　
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成23年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況

取 締 役 社 長
（ 代 表 取 締 役 ）

三 田 聖 二
エル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビ

ー・エー マネージングディレクター

　
取 締 役 専 務
（ 代 表 取 締 役 ）
　

福 田 尚 久 ＣＦＯ

取 締 役 田 島 　 淳 丹後通信株式会社　代表取締役社長　

取 締 役
テ レ ー ザ ・ エ ス ・
ヴォンダーシュミット
(Theresa S.Vonderschmitt)

投資会社ザ・ヴォンダーシュミット・

トラスト オーナー兼マネジャー

取 締 役
ド ナ ル ・ ド イ ル

（Donal Doyle）
 上智大学名誉教授

取 締 役 塚 田 健 雄 　

取 締 役 井 戸 一 朗  

監 査 役 （ 常 勤 ） 笠 井 哲 哉  

監 査 役 山 口 　 洋 山口国際会計事務所 代表

監 査 役 中 山 孝 司 　

監 査 役 師 田 　 卓 　

（注）１．取締役テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏、ドナル・ドイル氏、塚田健雄氏及

び井戸一朗氏は、社外取締役です。

２．監査役笠井哲哉氏、山口洋氏、中山孝司氏及び師田卓氏は、社外監査役です。

３．監査役山口洋氏及び師田卓氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しています。

・監査役山口洋氏は、公認会計士、米国公認会計士及びカナダ勅許会計士の資格を有

しています。

・監査役師田卓氏は、帝人株式会社にて平成５年６月より平成12年６月まで財務・経

理を含む管理全般担当取締役ＣＦＯに在任していました。

　

②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

　前回の第14回定時株主総会（平成22年６月22日開催）の終結の日の翌日

以降に在任していた役員で当事業年度中に退任した者はいません。
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③　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

６名

（３名）

280百万円

（８百万円）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

４名

（４名）

19百万円

（19百万円）

合 計 10名 300百万円

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれていません。な

お、当事業年度において使用人兼務取締役は存在しないため、使用人給与相当額はあ

りません。

２．取締役の報酬総額は、平成19年６月26日開催の第11回定時株主総会において年額４億

8,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない）と承認さ

れています。

３．監査役の報酬総額は、平成19年６月26日開催の第11回定時株主総会において年額7,200

万円以内と承認されています。

４．支給額には、平成18年６月29日開催の第10回定時株主総会決議に基づくストックオプ

ション、平成19年６月26日開催の第11回定時株主総会決議に基づくストックオプショ

ン、平成20年６月24日開催の第12回定時株主総会決議に基づくストックオプション、

平成21年６月23日開催の第13回定時株主総会決議に基づくストックオプション、平成

22年６月22日開催の第14回定時株主総会決議に基づくストックオプションによる以下

の報酬額も含まれています。

取締役 ６名 52百万円（うち社外取締役 ３名　０百万円）

監査役 ４名 ０百万円（うち社外監査役 ４名　０百万円）

　　 ５．取締役の員数は７名（うち社外取締役４名）ですが、無支給者が１名いるため支給人

員数と相違しています。

　　　

④　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他

の法人等との関係

・取締役テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏は、投資会社ザ・ヴ

ォンダーシュミット・トラストのオーナーを兼務しています。なお、

同社は当社の株主及び新株予約権付社債権者です。

・監査役山口洋氏は、山口国際会計事務所代表を兼務しています。なお、

当社と同事務所との間には特別の関係はありません。
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ロ．他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

・該当なし

　

ハ．当社または当社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係等

　・取締役テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏は、当社代表取締役

三田聖二の実姉です。

　

ニ．当事業年度における主な活動状況

ａ．取締役会及び監査役会への出席状況

 
取 締 役 会 （ ６ 回 開 催 ） 監査役会（ 1 2 回開催）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取 締 役
テ レ ー ザ ・ エ ス ・

ヴォンダーシュミット
６回 100％ － －

取 締 役 ド ナ ル ・ ド イ ル ６回 100％ － －

取 締 役 塚 田 健 雄 ６回 100％ － －

取 締 役 井 戸 一 朗 ６回 100％ － －

監 査 役 笠 井 哲 哉 ６回 100％ 12回 100％

監 査 役 山 口 　 洋 ６回 100％ 12回 100％

監 査 役 中 山 孝 司 ６回 100％ 11回 92％

監 査 役 師 田 　 卓 ６回 100％ 12回 100％

  （注）上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づき、

        取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。

　　　　　

ｂ．取締役会及び監査役会における発言状況その他の活動状況

・取締役テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏は、豊富な経営経

験及び投資経験に基づいた意見を述べるなど、取締役会の意思決定

の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っています。

・取締役塚田健雄氏は、自動車業界及び移動体通信業界における豊富

な経営経験に基づいた意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥

当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、活発な議論を行

っています。

・取締役井戸一朗氏は、電気機器業界における豊富な経営経験に基づ

いた意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確

保するための助言・提言を行っています。
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・取締役ドナル・ドイル氏は、学識経験者としての専門的な観点から

意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す

るための助言・提言を行っています。

・監査役笠井哲哉氏は、常勤監査役として、会社の日常の業務執行状

況を把握し、適法性・妥当性を確保するために、適宜助言していま

す。

・監査役山口洋氏は、公認会計士としての専門的知見を踏まえて会社

の業務執行を監視し、適宜助言しています。

・監査役中山孝司氏及び師田卓氏は、取締役会の決議の適法性、妥当

性を確保する観点から質疑を行い、適宜取締役の職務の執行に関し

て助言しています。

 ・上記の他、各監査役は、監査役会において、監査結果についての意

見交換、監査に関する重要事項の協議を行っています。

　

ホ．責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

います。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める 低責任限

度額としています。

　

(4) 会計監査人の状況

①　名称 東陽監査法人

　

②　報酬等の額

 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

27百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

２．当社の子会社である、Communications Security and Compliance Technologies Inc.

及び  Computer and Communication Technologies Inc.は、当社の会計監査人以外

の監査法人の監査を受けています。
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　　③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、下記に掲

げる監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総

会の会議の目的とすることとします。

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株

主総会の会議の目的とすることを請求します。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が

会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任

後 初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の

理由をご報告します。

　

④　会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の内容

  該当事項はありません。

　

⑤　責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。　

　

(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりです。

　

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）社外取締役による牽制

取締役会には、経営経験豊富かつ当社と利害関係を有しない社外取締

役が常時在籍する体制をとる。

（2）顧問弁護士による法的監査及び助言

取締役会には、顧問弁護士が出席し、適宜、法的助言を行う体制をと

る。

（3）内部監査室による監査体制の整備

内部監査室を代表取締役社長直属の組織として設置し、専任者による

内部監査を実施する。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（1）取締役の職務の執行に係る情報は、文書または電磁的媒体（以下「文

書等」という）に記録して保存し、文書管理規程にしたがって管理す

る。

（2）取締役及び監査役は、上記文書等を常時閲覧することができる。

　

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）常勤役員会の決議により、当社グループのリスク管理を体系的に定め

るリスク管理規程を制定し、取締役会に報告する。

（2）横断的なリスク管理を行うため、リスク管理委員会を設置する。

（3）リスク管理規程の運用は、リスク管理委員会がこれにあたり、リスク

カテゴリーごとの責任部署を定め、継続的に監視する。

（4）内部監査室は、リスク管理委員会と連携し、各部署の日常的なリスク

管理状況の監査を実施する。

　

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）職務権限・意思決定ルールの策定

（2）常勤取締役及び執行役員を構成員とする常勤役員会の設置

（3）取締役会による事業年度ごとの業績目標及び予算の策定

（4）各事業部門による月次・四半期業績管理の実施

（5）常勤役員会による月次業績のレビュー及び改善策の実施

（6）取締役会による四半期業績のレビュー

　

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）常勤役員会の決議により、法令を遵守する行動規範を定めるコンプラ

イアンス規程を制定し、取締役会に報告する。

（2）コンプライアンス規程の運用は、法務部がこれにあたり、コンプライ

アンス体制の整備及び問題点の把握に努める。併せて、法務部を中心

として、使用人に対する教育及び指導を実施する。

（3）内部監査室による監査体制の整備

内部監査室は、法務部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査

する。
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⑥ 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制

（1）当社子会社の業務執行責任者は、原則として当社執行役員とし、当社

常勤役員会の構成員とする体制をとる。

（2）当社の関係会社主管責任者は、企業集団全体における内部統制につい

て横断的に管理するとともに、当社子会社に対する指導及び支援を行

う。

（3）当社子会社の業務執行責任者は、関係会社管理規程にしたがい、関係

会社主管責任者と連携し、各社の内部統制を確立し、運用する権限及

び責任を有する。

（4）当社人事総務部、財務経理部、法務部等の担当部署は、主管責任者と

連携して、企業集団全体における内部統制の確立を推進する。

（5）企業集団全体における内部統制の構築を支援するため、当社社長室を

中心として、企業集団の間での情報の共有化を図り、指示・要請等の

伝達が的確に行われる体制を構築する。

（6）当社の内部監査室は、当社の企業集団についても内部監査を実施し、

その結果を関係会社主管責任者を通して当社代表取締役社長に報告す

る。

　

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

（1）監査役会の運営に関する事務は、監査役スタッフがこれにあたる。

（2）当面、監査役スタッフ以外の監査役補助使用人を設置しないが、監査

役が必要と認めた場合は、使用人を監査の補助にあたらせることとす

る。この場合、監査役はあらかじめ取締役に通知する。

　

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　使用人の監査補助業務の遂行について、取締役はその独立性について、

自らも認識するとともに関係者に徹底させる。

　

　　⑨　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

        報告に関する体制

　監査役が常勤役員会に出席する体制をとることにより、監査に必要か

つ適切な情報は、適宜、監査役に報告される。
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⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　内部監査室及び常勤の取締役は、それぞれ監査役会と定期的に意見交

換を実施することとする。また、監査法人にも必要に応じ監査役会との

意見交換を求めるものとする。

　

(6) 会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成23年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品

貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 附 属 設 備

車 両 及 び 運 搬 具

工具、器具及び備品

移 動 端 末 機 器

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

商 標 権

特 許 権

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 保 証 金

そ の 他

2,681

1,315

658

200

459

12

47

△12

1,043

155

12

0

77

2

62

823

2

1

1

494

323

65

54

10

流 動 負 債 1,529

買 掛 金 454

短 期 借 入 金 280

未 払 金 65

未 払 法 人 税 等 14

前 受 収 益 329

リ ー ス 債 務 25

通信サービス繰延利益額 179

訴 訟 損 失 引 当 金 32

そ の 他 146

固 定 負 債 841

社 債 800

リ ー ス 債 務 38

そ の 他 3

負 債 合 計 2,371

純 資 産 の 部

株 主 資 本 916

資 本 金 3,837

資 本 剰 余 金 2,228

利 益 剰 余 金 △5,148

自 己 株 式 △2

その他の包括利益累計額 241

為替換算調整勘定 241

新 株 予 約 権 197

純 資 産 合 計 1,354

資 産 合 計 3,725 負 債 純 資 産 合 計 3,725

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

 （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 3,642

売 上 原 価 2,521

売 上 総 利 益 1,120

通 信 サ ー ビ ス 繰 延 利 益 繰 入 額 412

通 信 サ ー ビ ス 繰 延 利 益 戻 入 額 619

差 引 売 上 総 利 益 1,327

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,402

営 業 損 失 74

営 業 外 収 益 2

受 取 利 息 1

有 価 証 券 利 息 0

そ の 他 1

営 業 外 費 用 202

支 払 利 息 29

為 替 差 損 170

そ の 他 2

経 常 損 失 273

特 別 利 益 15

債 務 戻 入 益 8

新 株 予 約 権 戻 入 益 6

特 別 損 失 90

固 定 資 産 除 却 損 0

事 業 再 構 築 費 用 86

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 349

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5

法 人 税 等 調 整 額 4

少数株主損益調整前当期純損失 359

当 期 純 損 失 359

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結株主資本等変動計算書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

（単位：百万円）

 

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成22年３月31日　残高 3,831 2,221 △4,788 △2 1,262

連結会計年度中の変動額      

新 株 の 発 行 6 6   13

当 期 純 損 失   △359  △359

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計 6 6 △359 － △345

平成23年３月31日　残高 3,837 2,228 △5,148 △2 916

 

その他の包括
利 益 累 計 額

新株予約権 純資産合計

為替換算調整勘定
その他の包括利益

累計額合計

平成22年３月31日　残高 94 94 135 1,493

連結会計年度中の変動額     

新 株 の 発 行    13

当 期 純 損 失    △359

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

146 146 61 207

連結会計年度中の変動額合計 146 146 61 △138

平成23年３月31日　残高 241 241 197 1,354

（注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

　(１)　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ５社

連結子会社の名称 Computer and Communication Technologies

Inc.

 Arxceo Corporation

 Communications Security and Compliance

Technologies Inc.

 アレクセオ・ジャパン株式会社

 丹後通信株式会社

　

　(２)　持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありません。

　

　(３)　連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。

　

　(４)　会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

(ア)　有価証券

　　　　　　　その他有価証券

　　　　　　　時価のないもの 総平均法に基づく原価法

(イ)　棚卸資産

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価

切下げの方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(ア)　有形固定資産

　　（リース資産を除く）

 

移動端末機器

 　耐用年数を２年、残存価額をゼロとする定額法

 その他の有形固定資産　　　　　定率法

(イ)　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

 

自社利用のソフトウェア

 　見込有効期間（５年）に基づく定額法

 その他の無形固定資産　　　　　定額法
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(ウ） リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

③　重要な引当金の計上基準

(ア)　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案して、回収不能見

込額を計上しています。

(イ)　訴訟損失引当金

　訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、

必要と認められる額を計上しています。

④　収益及び費用の計上基準  

通信時間付モバイルツールであるｂモバイルと機器組込型通信ソリューションの通

信電池については、商品売上額を通信端末部分と通信料部分に合理的に区分すること

が困難なため、通信端末と通信料とを区別することなく一括で出荷時に売上に計上し、

この売上高から通信端末の売上原価を控除して計算される売上総利益金額を見積利用

期間にわたって計上するために、通信サービス繰延利益額に繰り延べる方法によって

います。

　

　(５)　消費税等の会計処理

　　　　税抜処理

　

 （６） 会計方針の変更

　　　　資産除去債務に関する会計基準の適用

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しています。

これにより、当連結会計年度の営業損失及び経常損失はそれぞれ0百万円増加し、

税金等調整前当期純損失は5百万円増加しています。　

　

２．表示方法の変更

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成

20年12月26日）に基づき、「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」（平

成21年３月27日　平成21年法務省令第７号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損失」

の科目で表示しています。
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３．追加情報

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　平

成22年６月30日）を適用しています。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他

の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・

換算差額等合計」の金額を記載しています。

　

４．連結貸借対照表に関する注記

 （１） 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

定期預金 120百万円

②担保に係る債務

短期借入金 240百万円

　

 （２） 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　  　　  　　　　　520百万円

　

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

　発行済株式の種類及び総数　　　　　　　　　　　普通株式 1,338,610株

新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会
計年度末
残高
(百万円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

平成12年度新株引受権 普通株式 1,230 － 1,230 － －

ストックオプションとし
ての新株予約権

－ － － － － 197

合　　　　　計 － － － － 197

　

６．金融商品に関する注記

 （１） 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な銀行預金と投資適格格付けのＭＭＦに限

定しています。

　売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規定にそってリスク軽減を図っています。

　リース債務並びに社債は固定金利であり、金利変動リスクを回避しています。

　デリバティブは為替リスクを軽減するために利用し、投機的な取引は行いません。
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　(２）金融商品の時価等に関する事項

　 　 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 1,315百万円 1,315百万円 －百万円

(2) 売 掛 金 658 658 －

(3) 有価証券　その他有価証券 200 200 －

資 産 計 2,175 2,175 －

(4) 買 掛 金 454 454 －

(5) 未 払 金 65 65 －

(6) リ ー ス 債 務 64 65 1

(7) 社 債 800         

　 未 払 社 債 利 息 75         

　 875 895 20

負 債 計 1,460 1,481 21

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項　

(1) 現金及び預金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっています。

(2) 売掛金

　売掛金は大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっています。

(3) 有価証券

　有価証券はその他有価証券として保有しているＭＭＦです。有価証券の時価は、取引金融機

関から提示された基準価額によっています。

(4) 買掛金及び(5) 未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっています。

(6）リース債務

　リース債務の時価は、元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しています。

(7) 社債

　社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り

引いた現在価値により算定しています。

　なお、未払社債利息は、連結貸借対照表の流動負債「その他」に含まれています。　

　

７．１株当たり情報に関する注記

　１株当たり純資産額 864円88銭

　１株当たり当期純損失 268円94銭
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８．重要な後発事象に関する注記

（１）ストックオプションについて

　平成23年５月12日開催の取締役会において、平成23年６月10日に当社の執行役員並びに

当社及び当社子会社の従業員に対して、新株予約権（ストックオプション）を発行するこ

とを決議しました。

［ストックオプションの内容］

・株式の種類 ：普通株式

・新株発行の予定株数 ：15,000株

・新株予約権発行価額 ：無償とする

・発行価額 ：（注）１

・資本組入額 ：（注）２

・発行価額の総額 ：未定

・資本組入額の総額 ：未定

・取得者 ：当社の執行役員並びに当社及び当社子会社の従業員

・権利行使期間 ：平成23年６月10日から

　平成28年６月10日まで

　

（注）１．当該新株予約権の発行日の前日(取引が成立していない日を除く)における大阪証券取

引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場における当社株式普通取引の終値とします。

（注）２．会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額（ただし、

計算の結果１円未満の端数を生ずるときはこれを切り上げた額）を資本金とし、残額

を資本準備金とします。

　

（２）資本金及び資本準備金の額の減少について

　平成23年５月12日開催の取締役会において、平成23年６月21日開催予定の第15回定時株

主総会に、下記のとおり「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」につい

て付議することを決議しました。

①資本金及び資本準備金の額の減少の目的

資本金及び資本準備金の一部を取り崩し、欠損の填補に充当することにより、財務体質

の健全化を図り、取引先に対する信用力の向上による事業拡大及び今後の機動的かつ柔軟

な資本政策を可能とすることを目的としています。

②減少する資本金及び資本準備金の額

資本金3,837百万円から1,837百万円を、資本準備金2,228百万円から1,864百万円を取り

崩して、全額を欠損の填補に充当します。減少後の資本金の額は2,000百万円、資本準備金

の額は364百万円となります。

③日程

（ア）取締役会決議　　　　平成23年５月12日

（イ）株主総会決議　　　　平成23年６月21日（予定）

（ウ）効力発生日　　　　　平成23年７月31日（予定）
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貸　借　対　照　表

（平成23年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品

貯 蔵 品

未 収 入 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 附 属 設 備

車 両 及 び 運 搬 具

工具、器具及び備品

移 動 端 末 機 器

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

商 標 権

特 許 権

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

敷 金 保 証 金

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,394

1,210

482

200

434

12

8

22

20

14

△12

2,364

143

11

0

66

2

62

883

2

0

1

506

372

1,338

70

45

1,419

10

△208

流 動 負 債 1,361

買 掛 金 323

短 期 借 入 金 260

未 払 金 65

未 払 費 用 82

未 払 法 人 税 等 14

預 り 金 15

リ ー ス 債 務 25

前 受 収 益 327

通信サービス繰延利益額 179

訴 訟 損 失 引 当 金 32

そ の 他 35

固 定 負 債 838

社 債 800

リ ー ス 債 務 38

負 債 合 計 2,199

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,362

資 本 金 3,837

資 本 剰 余 金 2,228

資 本 準 備 金 2,228

利 益 剰 余 金 △3,702

そ の 他 利 益 剰 余 金 △3,702

繰 越 利 益 剰 余 金 △3,702

自 己 株 式 △2

新 株 予 約 権 197

純 資 産 合 計 2,559

資 産 合 計 4,758 負 債 純 資 産 合 計 4,758

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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損　益　計　算　書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

 （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 3,086

売 上 原 価 1,968

売 上 総 利 益 1,117

通 信 サ ー ビ ス 繰 延 利 益 繰 入 額 412

通 信 サ ー ビ ス 繰 延 利 益 戻 入 額 619

差 引 売 上 総 利 益 1,325

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,273

営 業 利 益 51

営 業 外 収 益 42

営 業 外 費 用 199

経 常 損 失 104

特 別 利 益 6

新 株 予 約 権 戻 入 益 6

特 別 損 失 79

事 業 再 構 築 費 用 75

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4

そ の 他 0

税 引 前 当 期 純 損 失 177

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4

当 期 純 損 失 182

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

（単位：百万円）

 

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

平成22年３月31日　残高 3,831 2,221 2,221 △3,519 △3,519 △2 2,531

事業年度中の変動額        

新 株 の 発 行 6 6 6    13

当 期 純 損 失    △182 △182  △182

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変
動 額 ( 純 額 )

       

事業年度中の変動額合計 6 6 6 △182 △182 － △168

平成23年３月31日　残高 3,837 2,228 2,228 △3,702 △3,702 △2 2,362

 新株予約権 純資産合計

平成22年３月31日　残高 135 2,666

事業年度中の変動額   

新 株 の 発 行  13

当 期 純 損 失  △182

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変
動 額 ( 純 額 )

61 61

事業年度中の変動額合計 61 △107

平成23年３月31日　残高 197 2,559

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　(１)　資産の評価基準及び評価方法

　　①　有価証券

(ア)　子会社株式 総平均法に基づく原価法

(イ)　その他有価証券

時価のないもの 総平均法に基づく原価法

　　②　棚卸資産

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げ

の方法）

　

　(２)　固定資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産

　　　（リース資産を除く）

 

移動端末機器

 耐用年数を２年、残存価額をゼロとする定額法

 その他の有形固定資産　　　　　定率法

　　②　無形固定資産

　　　（リース資産を除く）

 

自社利用のソフトウェア

 見込有効期間（５年）に基づく定額法

 その他の無形固定資産　　　　　定額法

　　③　リース資産 　

所有権移転ファイナンス･リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

　

　(３)　引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

います。

　　②　訴訟損失引当金

　訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と

認められる額を計上しています。

　 　

　(４)　収益及び費用の計上基準

通信時間付モバイルツールであるｂモバイルと機器組込型通信ソリューションの通信

電池については、商品売上額を通信端末部分と通信料部分に合理的に区分することが困

難なため、通信端末と通信料とを区別することなく一括で出荷時に売上に計上し、この

売上高から通信端末の売上原価を控除して計算される売上総利益金額を見積利用期間に

わたって計上するために、通信サービス繰延利益額に繰り延べる方法によっています。
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　(５)　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

税抜処理

　

 （６） 会計方針の変更

　　　資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しています。

これにより、当事業年度の営業利益は0百万円減少し、経常損失は0百万円増加し、

税引前当期純損失は5百万円増加しています。　

　

２．貸借対照表に関する注記

 （１） 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

定期預金 120百万円

②担保に係る債務

短期借入金 240百万円

　　

　(２)　資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 369百万円

　

　(３)　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 31百万円

長期金銭債権 1,419百万円

短期金銭債務 31百万円

　

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高     

　営業取引による取引高     

　　売上高 52百万円

　　営業費用 87百万円

　営業取引以外の取引高 113百万円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数     

　　普通株式 150株
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５．税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰越欠損金     1,324百万円

関係会社株式評価損       361百万円

前受収益　 133百万円

通信サービス繰延利益額     72百万円

減損損失（無形固定資産）     22百万円

貸倒引当金     90百万円

その他      105百万円

繰延税金資産小計    2,110百万円

評価性引当額   △2,110百万円

繰延税金資産合計 －百万円

　

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務処理用電子計算機等についてはリース契約に

より使用しているものがあります。　

　

７．関連当事者との取引に関する注記

（1）役員及び個人主要株主等 （単位：百万円）

属性 会社等の名称

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社

（当該

会社の

子会社

を含

む）

バーナード・ヴ

ィ・アンド・テ

レーザ・エス・

ヴォンダーシュ

ミット・ジョイ

ント・トラス

ト・ディーティ

ーディー　ジャ

ニュアリー4．

1996

(Bernard V.

and Theresa S.

Vonderschmitt

Joint Trust

DTD 1996/1/4)

　（注１）

被所有

直接

8.1％

新株予約権付

社債権者

 

役員の兼任　

１名

新株予約

権付社債

の割当

－ 社 債

（注２）

（注３）

800

　

利息の支

払

（注２）

（注３）

25 未払費用 75

(注１)当社の社外取締役であるテレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏が保有するジョイント・

トラストです。

(注２)社債発行条件は市場金利を勘案して決定しており、担保は提供していません。当初、償還

期限平成22年12月21日（平成22年９月27日付の変更契約により平成27年12月21日）、期日
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一括返済、当初転換価額125,000円（平成21年７月１日付の株式分割（１株を５株に分割）

に伴う調整により25,000円）の新株予約権付社債です。

(注３)社債発行条件は市場金利を勘案して決定しており、担保は提供していません。当初、償還

期限平成23年５月27日（平成22年９月27日付の変更契約により平成28年５月27日）、期日

一括返済、当初転換価額200,000円（平成21年７月１日付の株式分割（１株を５株に分割）

に伴う調整により40,000円）の新株予約権付社債です。

　

 （2）子会社等 （単位：百万円）

属性 会社等の名称
議決権等の

所有割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 丹 後 通 信

株 式 会 社

所有直接

100％

地域ＭＶＮ

Ｏとして、

地域に密着

した通信サ

ービスの提

供

　

役員の兼任

１名　

商品の販売

及び役務の

提供 

52 売 掛 金 3

子会社 Computer and

Communication

Technologies

Inc.

所有直接

100％

技術及びサ

ービスの開

発委託並び

に当社サー

ビスの一部

の運用委託

 

役員の兼任

２名

ソフトウェ

アの購入

71 未 払 金 2

システム運

営費他

86 　 　

資金の貸付 7 長期貸付金

（注２）

138

 　 　 　

子会社 Arxceo

Corporation

所有直接

100％

ネットワー

ク不正アク

セス防御技

術に関する

提携

 

役員の兼任

なし

資金の貸付 26 長期貸付金

（注２）

113

　 　 　 　

子会社 Communications

Security and

Compliance

Technologies

Inc.

所有直接

100％

データ通信

サービスに

関する提携

 

役員の兼任

１名

資金の貸付

　

221 長期貸付金 1,167

資金の貸付

　

20 短期貸付金 20

利息の受取

　

37 ─── －

 (注１)　取引条件及び取引条件の決定方針等

上記各社との取引価格は市場価格を参考に決定しています。　
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 (注２)　子会社への貸倒懸念債権に対し、合計208百万円の貸倒引当金を計上しています。

　

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,764円85銭

１株当たり当期純損失 136円55銭

　

９．重要な後発事象に関する注記

（１）ストックオプションについて

　平成23年５月12日開催の取締役会において、平成23年６月10日に当社の執行役員並びに

当社及び当社子会社の従業員に対して、新株予約権（ストックオプション）を発行するこ

とを決議しました。

［ストックオプションの内容］

・株式の種類 ：普通株式

・新株発行の予定株数 ：15,000株

・新株予約権発行価額 ：無償とする

・発行価額 ：（注）１

・資本組入額 ：（注）２

・発行価額の総額 ：未定

・資本組入額の総額 ：未定

・取得者 ：当社の執行役員並びに当社及び当社子会社の従業員

・権利行使期間 ：平成23年６月10日から

　平成28年６月10日まで

　

（注）１．当該新株予約権の発行日の前日(取引が成立していない日を除く)における大阪証券取

引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場における当社株式普通取引の終値とします。

（注）２．会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額（ただし、

計算の結果１円未満の端数を生ずるときはこれを切り上げた額）を資本金とし、残額

を資本準備金とします。

　

（２）資本金及び資本準備金の額の減少について

　平成23年５月12日開催の取締役会において、平成23年６月21日開催予定の第15回定時株

主総会に、下記のとおり「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」につい

て付議することを決議しました。

①資本金及び資本準備金の額の減少の目的

資本金及び資本準備金の一部を取り崩し、欠損の填補に充当することにより、財務体質

の健全化を図り、取引先に対する信用力の向上による事業拡大及び今後の機動的かつ柔軟

な資本政策を可能とすることを目的としています。
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②減少する資本金及び資本準備金の額

資本金3,837百万円から1,837百万円を、資本準備金2,228百万円から1,864百万円を取り

崩して、全額を欠損の填補に充当します。減少後の資本金の額は2,000百万円、資本準備金

の額は364百万円となります。

③日程

（ア）取締役会決議　　　　平成23年５月12日

（イ）株主総会決議　　　　平成23年６月21日（予定）

（ウ）効力発生日　　　　　平成23年７月31日（予定）
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年５月16日 

 日本通信株式会社  

 　取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 岡 田 基 宏 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井 上 　 司 
 

 　

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本通信株式会社の平成22年４月１

日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連

結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。

　

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合

理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した

会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、日本通信株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

　

　追記情報

　重要な後発事象に記載の通り、平成23年５月12日開催の取締役会において、資本金及び資

本準備金の一部を取り崩してこの全額を欠損の補填に充当することについて、平成23年６月

21日開催予定の第15回定時株主総会に付議することを決議している。

　　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年５月16日 

 日本通信株式会社  

 　取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 岡 田 基 宏 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井 上 　 司 
 

 　

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本通信株式会社の平成22年

４月１日から平成23年３月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法

人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　追記情報

　重要な後発事象に記載の通り、平成23年５月12日開催の取締役会において、資本金及び資

本準備金の一部を取り崩してこの全額を欠損の補填に充当することについて、平成23年６月

21日開催予定の第15回定時株主総会に付議することを決議している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

 監　査　報　告　書  

 
　当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第15期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告及び説明を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告及び説明を受けました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部

門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告

及び説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

子会社についても、事業の報告及び説明を受けました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い

たしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告及び説明を受け

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知及び説明を受けました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま

した。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　　　会計監査人 東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

　　　　　会計監査人 東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

 

 平成23年５月18日  

 日 本 通 信 株 式 会 社 　 監 査 役 会  

　　 　

 

監査役(常勤) 笠 井 哲 哉 

監 査 役 山 口 　 洋 

監 査 役 中 山 孝 司 

監 査 役 師 田 　 卓 

 （注）上記監査役は全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 

以　上
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株主総会参考書類
　

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

　当社は、2009年３月に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの相互接続を実現

し、日本型ＭＶＮＯ事業モデルを構築して以来７四半期連続で増収を続け、当事

業年度第３四半期（2010年10月～12月）には、2005年4月の上場直後に携帯網開放

に向けた取組みを開始してから初めて黒字転換を果たしました。東日本大震災の

影響により、第４四半期（2011年１月～３月）は８四半期連続の増収はなりませ

んでしたが、通期において、当社単体では上期の営業損失を補う形で51百万円の

営業利益を達成しました。

　このような成果の一方、当社は平成23年３月期末において過年度の累積損失に

よる繰越利益剰余金の欠損額3,702,365,842円を抱えています。

　そこで、今般、今後の黒字化に向けて一定の見通しがついたことを機に、過年

度の欠損金を一掃して財務体質の健全化を図ることで、当社の取引先に対する信

用力の向上、ひいては事業拡大を図り、同時に、今後の機動的かつ柔軟な資本政

策を可能とするため、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行

うことといたしました。 

　具体的には、会社法第447条第１項に基づき資本金の額を減少し、また、会社法

第448条第１項に基づき資本準備金の額を減少するとともに、これらをその他資本

剰余金に振替え、会社法第452条に基づき、増加したその他資本剰余金を繰越利益

剰余金に振替え、欠損の填補に充当します。

  なお、本件は、発行済株式総数は変更せず、資本金（及び資本準備金）の額の

みを減少しますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありま

せん。また、資本金及び資本準備金の減少は貸借対照表の純資産の部における勘

定科目の振替処理であり、当社の純資産に変動を生じるものではありません。

　

　（１）資本金の額の減少に関する事項　

平成23年３月31日現在の資本金3,837,955,600円のうち1,837,955,600円

を減少させ、その他資本剰余金に振替えたいと存じます。減少後の資本

金の額は2,000,000,000円とします。　

①　減少する資本金の額　　1,837,955,600円

②　増加する剰余金の項目及び額　　

　　その他資本剰余金　　  1,837,955,600円

③　資本金の額の減少の効力発生日　平成23年７月31日　
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　（２）資本準備金の額の減少に関する事項　

平成23年３月31日現在の資本準備金2,228,782,178円のうち

1,864,410,242円を減少させ、その他資本剰余金に振替えたいと存じます。

減少後の資本準備金の額は364,371,936円とします。　

①　減少する資本準備金の額　　1,864,410,242円

②　増加する剰余金の項目及び額

　　その他資本剰余金　　      1,864,410,242円

③　資本準備金の額の減少の効力発生日　平成23年７月31日　

　　

　（３）剰余金の処分に関する事項

資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金を繰越

利益剰余金に振替えることにより、欠損を填補いたします。　

①　減少する剰余金の項目及び額

　　その他資本剰余金　　3,702,365,842円　

②　増加する剰余金の項目及び額

　　繰越利益剰余金　　　3,702,365,842円

③　剰余金の処分の効力発生日　

    資本の額の減少及び資本準備金の額の減少の効力発生日
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第２号議案　取締役４名選任の件

　現任取締役のうち、三田聖二、テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット、ドナ
ル・ドイル及び塚田健雄の４氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。

　

　取締役候補者は、次のとおりです。

候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当

所有する当社
の株式の数

１

さん だ　 せい  じ
三 田 聖 二

(昭和24年６月10日生)

昭和48年５月  カナダ国鉄入社

昭和53年６月  デトロイト大学　電気工学科　

　　　　　　　博士課程終了

昭和54年３月  コンレイル鉄道入社

昭和57年12月　ロングアイランド鉄道入社　

　　　　　　　副社長就任

昭和59年４月　ハーバード大学経営大学院　

　　　　　　　上級マネージメントプログラム

（Ａ．Ｍ．Ｐ）修了

昭和59年11月　シティバンク　エヌ・エイ入社　

副社長就任　

昭和62年７月　メリルリンチ証券入社　プロダク

トオペレーション副社長就任

平成元年11月　モトローラ㈱　常務取締役　移動

電話事業部事業部長（兼）モトロ

ーラ・インク　副社長就任

平成６年７月　アップルコンピュータ㈱（現　ア

ップルジャパン㈱）代表取締役就

任（兼）アップルコンピュータ

（現　アップル）本社（米国）副

社長就任

平成７年10月　エル・ティ・エス㈱設立　代表取

締役社長就任（現任）

平成８年５月　当社設立　代表取締役社長就任
（現任）

平成８年10月　Computer and Communication

Technologies Inc.設立　代表取

締役社長就任

平成10年７月　日本アイルランド経済協会（現　

在日アイルランド商工会議所）副

会長就任

平成10年10月　ザイリンクス・インク社　社外取

締役就任

11,730株
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当

所有する当社
の株式の数

　
　

　

平成12年２月　エル ティ サンダ　ビー・ヴィ

ー・ビー・エー設立　マネージン

グディレクター就任（現任）

平成20年１月　アイルランド政府　次世代ネット

ワークに関する国際諮問会議委員

就任（現任）

　　　　　　　在日アイルランド商工会議所（旧

日本アイルランド経済協会）会頭

就任

平成21年２月　アイルランド政府　グローバル・

アイルランド・ネットワークメン

バー就任（現任）　

　

　　　　　（重要な兼職の状況）

エル　ティ　サンダ　ビー・ヴィー・ビー・エー

　マネージングディレクター　

    

２

　
　
　
　
テレーザ・エス・ヴ
ォンダーシュミット
（ T h e r e s a 　 S .
Vonderschmitt）　

(昭和22年２月１日生)

　

昭和43年９月  パンアメリカン航空入社

昭和63年２月　フォードハム大学　経済学部卒業

平成３年３月　サンタクララ大学　経営学修士取

得

平成８年１月　投資会社ザ・ヴォンダーシュミッ

ト・トラスト設立　オーナー（現

任）

平成11年１月　ビーアンドティー・ヴォンダーシ

ュミットＬＬＣ設立　オーナー兼

マネジャー（現任）

平成11年６月　当社　社外取締役就任（現任）

　

　　　　　（重要な兼職の状況）

投資会社ザ・ヴォンダーシュミット・トラスト

オーナー兼マネジャー　

108,965株
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当

所有する当社
の株式の数

３

　
　
　
　
　
ド ナ ル ・ ド イ ル
（Donal Doyle）　

(昭和６年10月11日生)

　

　

　

昭和33年６月　聖スタニスラスカレッジ　哲学部

卒業

昭和41年６月　ミルトンパーク大学　神学部卒業

昭和60年４月　上智大学　外国語学部　英語学科

講師

昭和62年４月　上智大学　学長補佐

平成元年４月　上智大学　外国語学部　英語学科

教授

平成11年６月　当社　社外取締役就任（現任）

平成14年４月　上智大学　名誉教授（現任）　

    －株

４

　
　
つか だ　  たけ お
塚 田 健 雄

(昭和７年10月３日生)

　

昭和30年３月　名古屋大学　法学部卒業　

昭和33年３月　名古屋大学　大学院修士課程終了

昭和33年４月　トヨタ自動車工業㈱（現　トヨタ

自動車㈱）入社

昭和51年７月　同社　部長

昭和57年９月　同社　取締役就任

昭和62年９月　同社　常務取締役就任

昭和63年10月　日本移動通信㈱（現　ＫＤＤＩ

㈱）専務取締役就任

平成３年６月　同社　取締役社長就任

平成11年６月　同社　取締役 高顧問就任

平成12年10月　当社　社外取締役就任（現任）

平成12年12月　㈱トヨタエンタプライズ　 高顧

問就任

平成13年６月　同社　取締役 高顧問就任

平成15年６月　同社　顧問就任　

 －株

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏、ドナル・ドイル氏及び塚田健雄氏は、社
外取締役の候補者です。

３．テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏は、当社代表取締役三田聖二の実姉です。
４．テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏は、その豊富な経営経験及び投資経験から、

引き続き当社の社外取締役として適任であると判断いたします。
５．ドナル・ドイル氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、学識経験者と

しての観点からの発言により取締役会の意思決定の適正性を図るため、引き続き当社
の社外取締役として適任であると判断いたします。

６．塚田健雄氏は、自動車業界及び移動体通信業界における企業経営に長年携わっており、
その豊富な経営経験から、引き続き当社の社外取締役として適任であると判断いたし
ます。

７．テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏、ドナル・ドイル氏及び塚田健雄氏は、現
在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、テレーザ・エ
ス・ヴォンダーシュミット氏及びドナル・ドイル氏は本株主総会の終結の時をもって
12年となり、塚田健雄氏は10年を経過しています。　

８．当社と各社外取締役候補者は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令に定める 低責任限度額としています。各氏の再任が承認された
場合には、当該契約を継続する予定です。
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第３号議案　監査役２名選任の件

　現任監査役のうち、笠井哲哉氏は本総会終結の時をもって辞任し、また、山口

洋氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお

願いしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

　監査役候補者は、次のとおりです。　　

候補者
 番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況
並びに当社監査役であるときの地位

所有する当社
の株式の数

１

　
つかもと   し  ろう
塚 本 四 郎

(昭和 2 3年 1 1月５日生 )

　

昭和48年３月　京都大学　法学部卒業

昭和48年４月　郵政省（現　総務省）入省

昭和60年11月　同省　東北電気通信監理局放送部
長

昭和62年７月　日本電信電話㈱　電話事業サポー
ト本部担当部長

昭和64年１月　同社　電話事業サポート本部営業

推進部担当部長　

平成元年６月　郵政省　大臣官房企画課情報通信
企画室長

平成２年７月　同省　大臣官房資材部計画課長

平成４年６月　同省　大臣官房財務部計画課長

平成４年６月　放送大学学園放送部長

平成６年７月　郵政省（現 総務省）郵政大学校副

校長

平成８年７月　同省　近畿郵政監察局総務監察官

平成９年７月　同省　東京郵政局次長

平成10年６月　同省　九州郵政監察局長

平成11年７月　同省　郵政大学校長　兼　中央郵

政研修所長

平成12年７月　郵便貯金振興会　理事

平成14年７月　九州通信ネットワーク㈱　常務取

締役

平成18年７月　東芝ソリューション㈱　社長付（役

員待遇）

平成20年６月　日本オンライン整備㈱（現　ファ

ーストカム㈱）　代表取締役専務

（現任）

　

　　　　　　（重要な兼職の状況）

　　　　　ファーストカム㈱　代表取締役専務

 －株
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候補者
 番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況
並びに当社監査役であるときの地位

所有する当社
の株式の数

２

　
やまぐち　　　よう
山　　口　　　  洋

(昭和 2 5年４月 2 0日生 )

　

昭和48年４月　同志社大学　経済学部卒業

昭和49年11月　クーパースアンドライブランド・

ジャパン（現　あらた監査法人）

入所

昭和54年２月　公認会計士登録

昭和56年９月　クーパースアンドライブランド・

カナダ赴任

昭和59年８月　米国公認会計士登録、カナダ勅許

会計士登録

昭和60年９月　アーサーアンダーセン・カナダ入

所

平成２年９月　英和監査法人（現　あずさ監査法

人）代表社員就任

平成７年９月　任天堂フランス社長就任

平成13年１月　山口国際会計事務所設立　代表就

任（現任）

平成15年６月　当社　監査役就任（現任）

　

　　　　　（重要な兼職の状況）

　　　　　山口国際会計事務所　代表　

－株

　（注）　１．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　２．各監査役候補者は、社外監査役の候補者です。

      ３．塚本四郎氏は、郵政省（現　総務省）における豊富な行政経験から電気通信業界

に通じており、また、民間企業においても取締役として企業経営経験を有してい

ます。その幅広い見識から有効な監査を行っていただけるものと考え、当社の社

外監査役として適任であると判断いたします。なお、同氏はファーストカム㈱の

代表取締役専務ですが、平成23年６月16日付で同社を退任する予定です。

　　　４．山口洋氏は、公認会計士としての専門的知見を踏まえて会社の業務執行を監視し、

適宜助言しており、引き続き当社の社外監査役として適任であると判断いたしま

す。　

　　  ５．山口洋氏は、現在、当社の社外監査役ですが、社外監査役としての在任期間は、

本株主総会の終結の時をもって８年となります。

　　  ６．当社と山口洋氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、法令に定める 低責任限度額としています。同氏の再任が承認され

た場合は、当該契約を継続する予定です。

      ７．塚本四郎氏が選任された場合、当社は同氏とも会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。　
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第４号議案　ストックオプションによる取締役報酬の承認の件

　当社は、これまで、株主価値の向上に対する意欲を一層向上させることを目的

として、当社の取締役及び監査役並びに従業員等に対してストックオプションを

無償で発行しておりますが、会社法では、ストックオプションとして発行される

新株予約権が取締役に付与される場合には、取締役の報酬等に該当するものと位

置づけられています。

　当社の取締役の報酬総額は、平成19年６月26日開催の第11回定時株主総会にお

いて年額４億8,000万円以内とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、当

該取締役の報酬総額とは別枠で、当社取締役に対する報酬として年額8,000万円の

範囲でストックオプションとして新株予約権を発行することにつき、ご承認をお

願いしたいと存じます。

　なお、当社の現任の取締役は７名（うち４名は社外取締役）ですが、第２号議

案が原案どおり承認可決された場合も７名（うち４名は社外取締役）となります。

　また、取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の内容は

以下のとおりです。　

(1) 新株予約権の数の上限

　各事業年度にかかる定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予

約権の数は、上記ストックオプションによる取締役報酬総額（年額8,000万

円）を新株予約権１個あたりの公正価値（当該新株予約権の発行日の株価、

一定の基準により算出された株価変動率、新株予約権の行使価額、新株予約

権の行使可能期間などの諸条件を勘案して算出される価額）をもって除した

数（整数未満の数は切り捨てる）を超えないものとする。

　

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

種類：当社普通株式

数　：新株予約権１個あたりの目的となる株式数は１株とする。

　

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次

の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

　ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使してい

ない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
　

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法は、１株当た

りの払込金額（以下「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、当該新株予約権の発行日の前日(取引が成立していない日を除
く)における大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社株式普通取引の終



－ 57 －

値とする。
なお、当該新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

分割・併合の比率

　

(4) 新株予約権を行使することができる期間

    新株予約権の発行日から５年間

（但し、行使請求期間の 終日が金融機関休業日に当たるときは、その直前

の金融機関営業日が 終日となる）

　

(5) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

　

(6) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

　

(7) その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定す

る取締役会の決議によって定める。
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第５号議案　ストックオプションによる監査役報酬の承認の件

　当社は、これまで、株主価値の向上に対する意欲を一層向上させることを目的

として、当社の取締役及び監査役並びに従業員等に対してストックオプションを

無償で発行しておりますが、会社法では、ストックオプションとして発行される

新株予約権が監査役に付与される場合には、監査役の報酬等に該当するものと位

置づけられています。

　当社の監査役の報酬総額は、平成19年６月26日開催の第11回定時株主総会にお

いて年額7,200万円以内とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、当該監

査役の報酬総額とは別枠で、当社監査役に対する報酬として年額100万円の範囲で

ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき、ご承認をお願いし

たいと存じます。

　なお、当社の現任の監査役は４名（全員社外監査役）ですが、第３号議案が原

案どおり承認可決された場合も４名（全員社外監査役）となります。

　また、監査役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の内容は

以下のとおりです。　

(1) 新株予約権の数の上限

　各事業年度にかかる定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予

約権の数は、上記ストックオプションによる監査役報酬総額（年額100万円）

を新株予約権１個あたりの公正価値（当該新株予約権の発行日の株価、一定

の基準により算出された株価変動率、新株予約権の行使価額、新株予約権の

行使可能期間などの諸条件を勘案して算出される価額）をもって除した数（整

数未満の数は切り捨てる）を超えないものとする。

　

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

種類：当社普通株式

数　：新株予約権１個あたりの目的となる株式数は１株とする。
　

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次

の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

　ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使してい

ない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
　

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
　
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法は、１株当た

りの払込金額（以下「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、当該新株予約権の発行日の前日(取引が成立していない日を除

く)における大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社株式普通取引の終

値とする。



－ 59 －

なお、当該新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

分割・併合の比率

　

(4) 新株予約権を行使することができる期間

    新株予約権の発行日から５年間

（但し、行使請求期間の 終日が金融機関休業日に当たるときは、その直　

　前の金融機関営業日が 終日となる）

　

(5) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

　

(6) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

　

(7) その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定す

る取締役会の決議によって定める。

　

 以　上



株主総会会場ご案内略図
　

会場　　東京都港区六本木五丁目11番16号

国際文化会館　地下１階　岩崎小彌太記念ホール

電話番号 (03)-3470-4611

麻布十番商店街

日比谷線六本木駅日比谷線六本木駅

俳優座劇場

六本木交番

大江戸線六本木駅

麻布警察署

環状３号線

ロア六本木

六本木五丁目
交差点

鳥居坂下
交差点

麻布地区
総合支所

東洋英和
女学院

フィリピン
大使館

国際文化会館

シンガポール
大使館

麻布十番商店街

首都高首都高

南北線麻布十番駅南北線麻布十番駅

大江戸線麻布十番駅

大江戸線麻布十番駅

オーストリア
大使館

順路 <徒歩>

出入口

出入口

出入口

３

７

４

ＡＸＩＳビル

大黒坂

芋
洗
坂

鳥
居
坂

大
江
戸
線

南
北
線

日比谷線

外苑東通り

六本木通り

暗
闇
坂

飯倉片町
交差点

六本木ヒルズ

アマンド

　

会場 寄駅　 地下鉄
都営大江戸線
麻布十番駅下車　７番出口より徒歩５分
東京メトロ南北線
麻布十番駅下車　４番出口より徒歩８分
東京メトロ日比谷線
六本木駅下車　３番出口より徒歩10分

　

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますようお願い申しあげます。


